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多文化主義・多言語主義をアジアから問う
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１．はじめに

－歴史的徴候としての多文化主義・多言語主義

や共同体の中で複数の文化が共存している状態を指

すと同時に，そのような多文化のｊＬ存を好ましいと

考え積極的にその推進を図ろうとする政策や思想的

立場を意味するが日本では後者の意味にとられる

ことが多い。

多言語主義（multilingualism）も新譜であり．現

在では多文化主義に伴って現われ，多文化ｉ２災ほど

は定着していない印象を与えるが，実際は多文化iそ

義よりもi1fい用語である。multilingualな言,譜状況

は現実には古くから存在しており，またとりわけ移

民国家においてはその対策が必要であったからであ

ろう。多笥語主義の語義を記せば，多文化i:鍵と'１１

様に，ある集Ｈ１や共同体における複数の訂liのｌＬ存

状態やある個人の複数の言語を使用する能ﾉjを指す

とliil時に。そのような多言譜併１１１の状態を好ましい

と巷えて横極的にその推進を図ろうとする政策や思

想的立場を意味する，ということになるだろう□

だがこの二つの語義の微妙な違いには注意を要す

る。「言語」の対象は明確でそれを「便111」するこ

とが前提とされるが，「文化」の指示対象は漠然と

しており，必ずしも「使用」されないからである。

文化には言語が含まれる。従って多文化ix義は論｣ＨＩ１

的には多言語主義を伴うはずである。だが多文化

Fii鍵政策は現実には，カナダは二言諦多文化iﾐ鍵で

あり．オーストラリアは一言語多文化i皇義であるこ

とからも分かるように，必ずしも多言語主我を含ま

ない。またフランス共和政のように多言語Ｍｉは認

めるが多文化主義は許さない場合もあるプールiLiﾘ|ら

かなこの論理矛盾をどう考えればよいのだろうか。

そこには文化と言語の－･様でない複雑な110係が'｣くさ

れていると同時に，多文化主義のある極の詐術が隠

されている。私がこれまで多文化主義・多古’譜ｉｉ義

というように両者を併記してきたのは．’111題のDTｲＥ

を示すことによって．多文化主義のこのJW7につれ

１９１１t紀と２０１１t紀が国民国家の時代であったとす

れば，２１１１t紀は国民国家を越える世界の秩序と(M｜

人の生き方が問われる時代であると．おおまかに言

うことができるだろう。以下の小論では2011ｔ紀か

ら２１１１t紀への１版換期における人類史的な模索を'八

すつの歴史的徴候として多文化主義・多言語＝iﾐ義

をとらえ、その徴候の意味を考えたい。タイトルに

アジアという語をM1いたのは，多文化主義をめぐる

言説にアジアという文字がほとんど姿を現わざない

のは何1M〔かという町i純な疑問を提出するためであっ

て、ここで新しいアジア主義を述べたてるつもりは

ない。仏はこれまでアジアという暖味でイデオロギ

ー的なﾉljli冊の使川を１１J能な限り避けてきたのである

が，ここではアジアという視座を設定することによ

って，歴史的徴候としての多文化主義・多言語主義

の意Hkが－．準に明らかになるように思われたからで

ある。

多文化1｛義（multiculturalism）という言葉は．

1970年代の初めにカナダとオーストラリアで新た

な国民統合の形態を示す国是として採用されて以

来，急速に牒及した，もちろん新語であって英語の

辞iIi：（RandamHouseの新版）によれば1965年，フ

ランス冊の辞ｉｌ}：（LePetitRobertの新版）によれば

1971ｲﾄﾞの１１付が記されている。この英語とフラン

ス論のl1付のずれは，多文化主義が英語圏からヨー

ロッパに広がっていったことを想像させるとli7Illlli

に，地域による多文化主義の差異を予想させる．［１

本では多文化ｉｉ義はmulticulturalismの翻訳語であ

るが「イズム」が「iﾐ炎」と訳されるときに生じ

るiiIlL乱と暖味さをこの詔もまぬがれていないご～災バハ

やフランスjMlの多文化iそ義は一般的には．ある集'1１
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は，すでにアメリカ合衆国においてその原型や類似

のものを兇出だすことができるであろう。合衆国が

移民同としてある種の成熟を示しているのは．合衆

国におけるフロンティアが消滅すると同時に世界的

な覇権を獲得したことにかかわっている。

これに対してカナダやオーストラリアは人口が希

少で広大な領土にはいまだフロンティアが残されて

いる．いわば未完の開かれた移民国家である。文化

的多元主義が多文化主義として登場したとき，そこ

には新たな意味と歴史的転換が印されていたと考え

られる。メルテイング・ポットやサラダ．ポウル

あるいはモザイクといった表現は，単に統合のあり

方を示すだけでなく，その背後に世界システムの歴

史的な変化があることを読みとるべきであろう。

フランス革命における「人権宣言」（｢人および市

民の権利宣言｣）（1789）のモデルの一つとなったア

メリカの「独立宣言」（1776）には，次の有名な一

節がある。－「われわれは，自明の真理として．す

べての人は平等に造られ，造物主によって，一定の

奪いがたい天賦の権利を付与され.そのなかに生命．

に1由，および幸福の追求の含まれていることを信ず

る｣･だがこの「われわれ」とは数十人の男性の有

産者であったし，「すべての人」は実際には「限ら

れた人」であった。12年後の合衆国憲法でも明ら

かになるように「われわれ人民」のなかには，先住

民や黒人や女性は含まれていない。先住民は「外国

人」であり，黒人は家畜ではないにしても半人間で

あり，女`性もまた参政権を認められない半人民であ

った。それ以後の人権をめぐる闘争は，この「独立

宣言」や「人権宣言」の文言を字義通りに認めさせ

るための運動であったｃ多文化主義・多言語主義の

問題はそうした人権闘争の一つの帰結であるが，人

間や人権の概念そのものを問い直すという意味で

は．独立宣言や人権宣言の予想された領域を越える

新たな展開であろう。

カナダやオーストラリアの「多文化主義宣言」は，

ほぼ２世紀前の「独立宣言」や「人権宣言」と同様

に，新しい時代を画す歴史的な事件であったと考え

られる。だが「独立宣言」や「人権宣言」がある思

想の純粋な展開というよりは政治的妥協の産物であ

ったように．「多文化主義宣言」も。それを押し進

に意識的でありたいと考えたからである。

多文化主義や多言語主義の問題は，移民国家であ

るアメリカ合衆国やカナダ，オーストラリアなどで

論争の的となり，カナダやオーストラリアでは

1970年代の初頭から国家の政策として取I)入れら

れてきた。ヨーロッパ統合においても現在の最も緊

急な課題の一つであり，ロ本においても，外lL1人労

働者の増加や在日朝鮮人問題の新たな展開（ニュー

カマーの増加など）にかかわって，ようやく議論が

行われはじめている。多文化主義・多言語主義の問

題は地域によって多様であり一概に論じることはで

きないが，ここでは基本的な問題を浮かびあがらせ

るために，主として三つの地域（あるいは三つのカ

テゴリー）に分けて考察を試みてみたい。第１は，

アメリカ，カナダ，オーストラリアなどの英語圏に

属する移民国家。第２はヨーロッパにおけるＥＵ諸

国，とりわけフランス共和区|・第３は．話題に登る

ことは少ないが文化的・言語的に圧倒的な豊かさ

を誇るアジア．とりわけ東南アジアや南アジアであ

る｡

2．アメリカ・カナダ

アメリカ，カナダ，オーストラリアという三つの

地域の国名を並べてみると、三者の関連の仕方が興

味深い｡アメリカとカナダは同じ北米の隣国であり，

移民の歴史の多くの部分を共有している。だが多文

化主義をほとんど同じ時期に宣言したのは，地理的

に遠く離れたカナダとオーストラリアであったｃ両

国の第１の共通点は，依然として英連邦に属してい

ることである。多文化主義という用語が出現する以

前の多文化主義に対応するような様々な試みは．文

化的多元主義（culturalpluralism）としてアメリカ

合衆国ですでに長い歴史をもっている。移民国家の

差別と統合．あるいは多元主義と同化主義の対立葛

滕の歴史，公民権運動や人種藻別に対する闘争，少

数民族の差別や`性的差別の是正，マイノリテイーの

保護などの進歩的な社会運動において，あるいはそ

の対･立の激しさにおいてアメリカ合衆国は先進国で

あったｃカナダやオーストラリアで試みられる多文

化主義・多言語主義政策やそれをめぐる議論の多く
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めた為政者の側から見れば，明らかに政治的妥協の

産物であり予期せぬ帰結であった，と言ってよいだ

ろう。歴史はそのように予期せぬものとして展開す

る。

カナダの場合，その古名が「ヌーヴェル・フラン

ス」であることからもわかるように，植民地経営に

一歩先んじたのはフランスであった。ジャック・カ

ルチェの一行が現在のケベック州のガスペ半島に到

着したのは1534年，フランス人の入植が本格的に

始まるのは１７世紀の初頭であるｃその後北米の植

民地をめぐる英仏間の抗争がイギリス側の勝利によ

って決着し（1763年のパリ条約)，フランス本国と

の関係が絶たれるとともにケベック植民地のイギリ

ス支配が始まる。ケベック法（1774年）によって

ケベックの境界が定められ，フランス系住民のある

程度の自治（ケベックの指導的地位にある領主とロ

ーマ・カトリック司教の特権の維持）を認めて，イ

ギリス系による同化政策が放棄されたのは，イギリ

ス本国が南の独立１３州の動きに対抗するためであ

ったｃ

こうして1867年の連邦結成は，「建国の二民族」

であるイギリス系とカナダ系住民（それぞれ人、の

６割と３割を占める）との間の合意によって成立す

る。1867年の「英領北アメリカ法」においては．

連邦政府と州政府の権限が詳細に定められ，連邦政

府には軍事，鉄道，金融。関税などの権限が与えら

れ､州政府には教育，言語，宗教，民法などの連用

が委ねられた。カナダにおける多文化主義の起源を

こうした植民地形成の歴史過程に求めることができ

るであろう。しかしながらこのような「契約」は必

らずしも両民族の平等を意味しない。多文化jﾐ義が

提唱されるまでのカナダは，アングローサクソン系

民族の絶対的な優越と他のヨーロッパ系の移民やア

ジア系移民に対する民族差別の顕著な国であった。

ケベック州においてもフランス系住民の権利lml復と

ケベックの近代化を求めて，1960年代の「静かな

革命」が始まる時点では。フランス系住民は「白人

の第三世界」と呼ばれるような状況に|趾かれてい

た。

1963年に連邦総選挙で勝利を収めた［'111党政府

が連邦議会に二言語・二文化勅命委員会を識慨した

のは，その名称からも明らかなように民族的平等の

推進というよりは，イギリス支配からの解放と自州

のフランス化を求めるケベック州のフランス系住民

の分離独立迎動を鎮静化し抑えこむことが当座の目

的であった。だがフランス系に対するこのような譲

歩は，英仏系の特権化と他の民族集団との格差を公

認するものであるという，ウクライナ系をはじめと

する他の民族集団からの激しい批判にさらされ，二

言語・二文化勅命委員会は1969年に至って，「二言

語の枠内での多文化主義」の提案を骨子とする報告

書第４巻「カナダの文化的発展に対する他の民族集

団の貢献とその貢献を保証するためにとるべき措

置」を刊行する。1971年１０月８日の議会における

ビェール・トルドー首相の声明はこの報告書にもと

づいている。この声明は「多文化主義」が何である

かを．その理想主義と現実主義，その可能性と矛盾，

あるいはその欺臘性までを含めて，実に見事に説明

した文章となっている。以下その主要な部分を引用

しておきたい。

私は今朝，政府が二了すⅢｉｌｆ・怠文化j呈義政府鋼在委

li会の勅llIrのすべてを受け入れたことを鞭肯できて，

とても蝋し〈思っている。……

この報f1Ti1；第四巻は，これまで研究者によってほ

とんどliHlみられることのなかった領域，つま}〕，わ

がlKlの文化や民族的複合性にＩＩＬＩする問題の全容とさ

まざまな文化や言諦がliUllかれている｣1M状とをU]らか

にしてくれた･

そのなかで委員会は，イギリス系とフランス系カ

ナダ人に対してはある一つの文化政策があり．光仇

氏や他の民族集団に対してはそれぞれ別の文化政策

があるなどというのはおかしいと述べている。この

姿11会の見解は．政府だけでなくカナダ|寝1民すべて

に文捗されるものと私は雌((する。公式の言論が二

つあることは事実だが，文化には公式のものは１Ｗ［

しないしどの民族集ｌｌｌも他の氏族集団に対し優位

に立つことはない。市民Ilil人の誰もが．また市民の

災１．１１のどれもがカナダ人であることには変わりなく，

したがってあらゆるすべての人が､ﾄﾞ等に扱われるべ

きである。

……て言語主義の枠内における多文化主義政策が

カナダ人の文化的rl1l]を係誠する雌も適切な-方法で

あることにljklしては，政府もl1iMjJlLである。そのよ

うな政雄こそ，叢別的な態度や文化的な嫉妬を打破

する助けとなるに違いない。I1il家的統合というもの

が深く個人的な感覚においてなんらかの葱1床をもつ

とするならば，それは各iMil人のアイデンティティに

対する安定感を基礎として築かれるべきであろう。

……強ﾉjな多文化主義はこうした原初的安定感を''二
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的回答をよぎなくさせたのは，ここでも理論よりは

歴史的現実の展開であった。そうした現実的要因と

して，人口の民族構成比を大きく変えるような新し

いタイプの，とりわけアジア系移民（ヴィジブル・

マイノリティ）の急増とそれに伴う社会問題の発生，

カナダの政治的経済的位置の移動（英本国からより

遠くアメリカ大陸とアジアにより近く），先住民問

題の新たな展開，等々があげられる。

カナダが初めて憲法の改廃権を得た1982年憲法

〔それまでは「イギリス領北アメリカ法」（1867年

懸法）以来，その権限はイギリス議会に属していた〕

は，そうした時代を反映して，連邦内の文化的民族

的差異や先住民の存在に慎重な配慮を示している。

また1971年のトルドー首相の声明の具体化であっ

た1988年の「多文化主義法」においては，多文化

主義の問題が，文化の多様性の問題から社会的な公

平と平等の問題に移行しつつあることが認められ

る。そのことは同法の次の前文によっても明らかに

だろう。

み出す助けになるだろうｃそれはﾉｺﾞ人にとって公正

な社会を建設する際の土台となりうる。……Ⅲ

この声明のなかに，多文化主義が言語をいかに扱

おうとするか，多文化主義が自由主義の形態の一つ

であり，国民統合と個人のアイデンティティにかか

わるものであることが読みとられる。さらに二言語

主義の枠内における多言語主義政策を導入するに当

たって，政府が採用する四つの方法は，多文化主義

が国民統合の新しい形態であることを示している。

まず第一に，！'ｲ政が許す限り，発腔し続けたいと

いう意味と好ﾉjを示し，成長しカナダに戊献しうる

能力を備え，ＩﾘIらかに援助の必要性があると認めら

れる文化集lijlは，強力で高度に組織化された集IJIで

あれ弱小な災１１１１であれ．すべて支援される。

第二に，あらゆるすべての文化jfIl1の成11が文化

的障害を兎11}』し，カナダ社会に完全に参１１１１できるよ

う支援する。

第三に，lxl比統合を推進するために，カナダのあ

らゆるすべての文化集団の１１Mで翅i没的な１１１食いと交

流を促す。

第lJUに，カナダ社会に完全に参加するために，移

民がカナダの公111詔の少なくともＪｊを独１１Ｉできる

よう支援する。
……カナダ政府は，人極，比族的出身，皮１１Wの色そ

して宗教に関するカナダ人の多様性をカナダ社会の

」,L本的な特徴とみなしカナダの経済的，社会的，

文化的そして政治的生活鋭域におけるカナダ人の､r

群述成に努力するとともに，カナダ人の多文化的な

巡雌を維持し向]:させるために多文化主義政策を１１li

jlLすることを約束する。……

そして最後に強調されているのは，個人の選択の

自由という自由主義の原則である。

……岐後に強調しておきたいのは，Ｔ:t二$１冊二i2義の

枠内における多文化主義政策は，』i噂水仙には個人の

選択の日１１１をIMUｉｔする政策だと政府が碁えているこ

とだ。われわれは自分自身でいることを1:１１１１に選べ

る。しかしこのことは成り行きに任せてできること

ではない。それは菰極的に育まれ求められてこそ実

現できる。もしもある民族集M1にとって選択の''1111

が危機に瀕しているならば，それはすべての集lijlに

とってそうなのだ。そのような危機を収Ｉ)除き，選

択の'二１１１１を保障することこそ，現政11Ｗ)政雄が葱図

することである。

カナダにおける多文化主義・多言語主義は先住民

の問題とどのようにかかわっているのだろうか。上

に引用した多文化主義法の一節を字義通りに解釈す

れば，また多民族の共生ととりわけマイノリティの

権利回復が求められているのであれば，多文化主義

政漿の原則はまず先住民にこそ適用されるべきであ

ろう。だが事態はそのように展開していない。多文

化主義・多言語主義の問題はケベック問題が発端で

あることからも予想されるように移民間の問題であ

った。「静かな革命」以後のケベック州の権利|､複

や分離・独立運動は，先住民を無視あるいは排除す

る形で進行した。

ケベック州のブラサ政権が推進した．先住民の居

住地域に厄大なダムを築くジェームズ湾プロジェク

トはい先住民の反対運動を呼び起こし，1975年に

個人にとっての選択の自由と民族集剛にとっての

選択の自由との関係は，ここでは具体的に考察され

てはいない。両者は必ずしも調和的には進行しない

であろう。こうして称揚された文化的自由は民族間

の平等の問題とどのようにかかわるのであろうか。

また先住民の位置はどのように設定されるのであろ

うか。こうした'１１１題を提起しそれに対する法的政治

－１－
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Iよ「ジェームズ湾および北部ケベック協定」が締結

されるが，この1#件はケベック問題と先住民のねじ

れた関係を示している。先住民はフランス系(１１民の

自民族中心的なケベック州よりも連邦政府に偶する

ことを望むであろう。先住民はケベック州と連邦政

府の対立の犠牲背となったのであるがそのことが

先住民の自覚と組織化をうながしその後の光(ｌｉ比椛

をめぐる運動につながった（先住民椎を係i;'|：した’

1982年の憲法法35条，1993年のヌナブト協定):，連

邦政府が第冗次大戦''１の１１系人に対する強iliI移住そ

の他の迫害と鑑別的行為に対して公式謝罪を衣lﾘ}し

たのは，多文化ｉｉ我法が制定された1988ｲﾄﾞである

が．先住民族（ファースト・ネイションズ）に対す

る差別政策の公式il11非が行われたのは，ようやく

1998年に入って（ｌノ］７１｣）からである。ｌｌｆ代の

歴史的転換を示すものとしてこの先住氏族に対する

謝罪の意味は大きい｡

第２は，’８世紀の後半にイギリスの流刑植民地

として始ったという歴史的過ｲ\・ケベックにおける

17111:紀のフランス系の植民背が先住民に比較的協

調的であったのに対して，オーストラリアの植民者

は先住民に対してより強圧的躯ﾉj的に絶滅を図ろう

とした。また有色の移民に対する鑑別も際立ってい

た。

第３に，カナダの多文化主炎は英仏の「建国のユ

民族」の対抗関係（二言語二文化）から発して．他

の論氏族との協調を|到る形をとっているが．オース

トラリアのアングロ・ケルト系の優位は圧倒的であ

り，多文化二li義をむしろアングロ・ケルト系という

マジョリティ内部での対立と［|らの選択という形を

とる。したがってオーストラリアにおける多文化j曵

義は言諦にかんしては英語'１１心であって多言語主義

はほとんど考慮の外にある。言,譜政策は英語教育

(｢IEI詔としての英語｣）の推進と移民の母語である

第－２百i譜の容認あるいはその学稗支援の二点に要約

されるであろう。

オーストラリアにおける多文化主義とは何か，

1989ｲﾄﾞ労働党のホーク政椛によって発表された

(多文化I1il家オーストラリアのための全国計画』（以

「「全|玉|計画」と略す）の前文には次のように記さ

れている。

3．オーストラリアの場合

オーストラリアの場合．多文化主義政策の内容は

カナダとそれほど変らず，それが推進される１１剛1も

数年あるいは１．２ｲlﾐの遅れ（トルドーの多文化i三

挺声明が71年であるに対しウイットラム政椛の多

文化主義の捉咄は73ｲ'２，「多文化主義法」の成立が

88年であるのに対し「多文化オーストラリアに'１１］

けての国家的課題」の発表は89年）はあるとして

も，ほとんどが''１じ試みが並行して行われているの

であるが.カナダに比して鮮明な印象を与えるのは，

[]豪主義からの転換が急激であったことと先「|；民運

動がよ1)明確な形をとりえていることによるのであ

ろう。

同じ英連邦にIiiiしてはいるが．オーストラリアを

多文化主義国家に導く．カナダとは異なる独121な要

|ﾉﾐ|として，次の式点があげられる二

第１は，カナダが人ijli祥をへだててヨーロッパと

災本国に向い合っているのに対して．オーストラリ

アは南半球のインド洋を経てオセアニアに位liftして

いるという地flM9灸|'|:のちがいＣ英本|玉1との強ﾉﾉな

政治的経済的きずなが絶たれたとき，オーストラリ

アの白豪主義は孤立せざるをえない

.（で述べるなら．多文化とは現代オーストラリ

アの文化''1<j，民族的多様･「|；を分かI)やすく衣]FMする

｢ir雌である。オーストラリアは多文化社会であり．

今後も多文化社会であI)続けるであろう。

多文化i具義は，［ｆｌの政雄としては，この多様ﾔkに

応えるよう肱案された施策を包含している［多文化

ii炎は移民の選択にはなんのかかわりも持っていな

い。多文化i2炎は文化的な多様性からﾉ|ｉまれた状況

を，ＩｌＡ１人と社会余体のｲﾘ朧のためにうまく収I〕扱う
政雄である｣と

オーストラリアの多文化社会は．1788年に流刑

植民地としてアングロ・ケルト系の植民が始められ

て以後の．そしてとＩ)わけ第r２次大戦後の移民政策

の一つのllil}紺であり，多文化i{鍵はその現状とJz魁

される未来に対して鮫も適合した政策として考えら

れているごＩ令図計画ｊの実質的な部分は，職能訓

練や英諦教が聯にかんする具体的な施策の提示であ

るが多文化iﾐ義の理念にかんしてii：１１されるのは．

￣⑪￣
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第２の「社会正義」の説明はそれが共和主義的な

統合原理を表わすものと考えられる。また第３の

｢経済的効率」は．ここでは個人の能力の発展とそ

の活)Uが強調きれているのであるが，多言語の問題

のように，それが経済的効率に反すれば抑制される

という多文化主義のlU4界を示すものでもあるだろ

う。「効率」や「利続」が『全|劃計画』推進の説得

的な理【'１となっている。「八つの'二1標」のそれぞれ

の項lZ1について分析する紙数の余裕がないので次に

第一の目標だけを引用しておきたい。

｢多文化政策の三つの｛Ⅱﾘ面」と「八つのⅢ標」であ

ろう。

連):'1政府は多文化ｉ２災を_三つのiMIIliiでとらえてい

る。

(1)文化｢１０弧１１Ｗ|【すぺてのオーストラリア人が，

慎重に疋侭された枠の｢'１で，高i譜と求救を念むそ
れぞれの文化｢|<l伝統を炎現し，分かち〈TうIiliｲ１１:．

(2)社会j1i雑すべてのオーストラリア人がili遇と

機会のilえ雛をUjK受し，人種．氏族，文化宗教．
言紙性，１Ｍ：地などの障砿から!:lIIIになるＭｉ利二

(3)経済的効率すべてのオーストラリア人が，そ

の背!;（にかかわI)なく，技能と才能を純排し，発

展させ，これを効果的に11)いる仏典'’１１。
ｌすべてのオーストラリア人は，オーストラリア

に対する雑務を負い，｜Jil家の利lMiをiii進するための

ff化を分かち合うべきである。文化的独自性，社会正義，総済的効率という多文

化政策の三つの側而は､多文化主義一般が包含しう

る三つの原１１Ｉを示すと同時に，その表lﾘ】の仕方は多

文化主義のオーストラリア的特徴をも示している。

まず「三つの側面」と「八つの目標」のすべての項

|号|が「すべてのオーストラリア人」という言葉をく

りかえしていること。「すべてのオーストラリア人」

とは具体的には「アポリジニ系か，アングロ・ケル

ト系か．非英語|劃出身者であるかを１１１]わない」こと

がこれに続く文蹴から判断されるのであるが．この

語のくりかえしはｒ全国計画ｊの文体論的特徴とで

も言うべきものになっている。他の'３１の文111:で，例

えば「すべてのアメリカ人は」「すべてのカナダ人

は」「すべてのフランス人は」「すべてのＨ本人は」

といった表現のくりかえしが行われることは想像で

きないだろう。

「すべてのオーストラリア人」の際１１Kつた強調か

ら，オーストラリアが国民統合の未熟な「若い|蚕|」

であること，またその統合様式が多文化主鍵あるい

は多文化社会という旗印にもかかわらず，あるいは

それ故に共和主義的＝|司化主義的なl1nlrUをおびてい

ることが読みとれる。それは冒頭の「すべてのオー

ストラリア人が」に続く「`慎重に定義された枠の中

で」という文言からも言えることであって、この前

文では続いて多文化主義の「枠」の三つの卿=１（ｌ

国益の優先，２国語や議会制民主主義を含むオース

トラリア社会の雅本榊造と原則の受け入れ，３椛利

に伴う義務）が記されている。こうして「文化的独

自性」は直に枠をはめられるのである。

多文化主鍵計画がある種の国家主義を浮き出させて

しまっている。

先住民の問魍は，カナダでは多文化主義を含む大

きな流れの別項'三|として腿Illlしているが，オースト

ラリアでは多文化主義の111の注|='すべき－つの項[１

となっている。

近ｲﾄﾞかなりの|iii進があったにもかかわらず，アボ

リジニ系オーストラリア人は，イ'１１肚代にもわたる｜：

地の収揮と部族の雛１Ｍ(の緒采．」８１ｲl：なお駿人の'１１１趣

をffjlい続けている。アポリジニはオーストラリア

の111で．また多文化lKj状３iLにおいて，特ｲjの地位を

I1iめている。しかもアポリジニはコミュニティの'|’

で，｜Ｉい、雌も不利な灸｢|:'ずにある民族雄'91として

収I)残言れている二

先住民に対する配慮はオーストラリア多文化主義

の歴史認識を語る次の文章にも記されている。だが

ｲilという１膳史認識であろうか。

今１１のオーストラリア

オーストラリアを》'rい社会と呼ぶのは野たってい

ないかもしれないごつまI〕、この大陸でアポリジニ

とトレス海峡陽人の文化は．第一船|刊〔イギリスか

ら1799ｲ'二に流ⅡＩ|人|がこの船IJIで初めて入航した〕が

ｺﾞﾘ締するiiii，少なくとも４ノjｲ'二ｌｌｌ１は栄えていた。し

かし，アメリカ，カナダ，アルゼンチンと同じく，

オーストラリア化まれのliI3LQの大多数が．過去20(）

ｲlHのllllにここにやってきた移比の二J･孫である点，オー
ストラリアは「新しい｢l(Ｌであるこまた，生まれて

一'１１:紀に満たない|桶1のjlLliMiを形づくっているのも彼

らの文化である。その点においてオーストラリアは，

－６－
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』とい聡山を持つ多くのヨーロッパやアジアのｌｌｉｌとJ|：

ｆＩｉｒに典なっているオーストラリアの文化は，すで

にはつき1〕と形づくられてはいるがなお発腿を続

けている。

１７８８ｲ|{以来ijllイヤした多様な移民グループの波が．

I11lI:に影評し合い，また光(iﾐオーストラリア人と影

粋し合ってきた；この過ﾄﾞ''1から柿にみる途ﾉjもない

文化il9多様l'lHを排つﾄ|:公が'１１１Mした,：

とは言うまでもない。だがこれらの用語の牒及がイ

ギリスは別としてヨーロッパの諸国ではかなり遅れ

ていることからも予想されるように，多文化主義・

多言語主義はヨーロッパでは概して居心地の愁い位

置を占めておI)．また同じ111語が使われるにしても

異なった懲味内容が与えられる場合が多い。アメリ

カ的あるいはカナダ＝オーストラリア的多文化主義

は．なぜヨーロッパには受けいれられないのであろ

うか。とりあえず次の三点に注意を払う必要がある

だろう。

第１に，アメリカやカナダ，オーストラリアの多

文化主義・多言語主義が1111内での文化的民族的多

様性にいかに対処するかのIHI題であるのに対して，

ヨーロッパにおける多文化主義・多言語主義はＥＵ

を構成する１５カ国の間の関係である。したがって

そこで問題にされるのは。第１に各国の唾|識とlEl民

文化（したがってナショナル・アイデンティティ）

とヨーロッパに共通の文化（ヨーロッパ市民として

のアイデンティティ）の関係であり．次に各１J〔|の地

域や少数民族と国家あるいはＥＵとの関係であI)．

鹸後に域外とりわけ第三１１t界からの移民とＥＵある

いは域内iB1jilとの関係である｡多言語主我の''１１題も

ここではＥＵの公用語や実務研として何語が使われ

るかという'M1題があり，教育においても域内の諸国

の言語（国語）のうちのいずれをどのように学習す

るかが主要な|}１１題であって，域外からの移民のけ語

の学習の支援にかんしてはごくわずかな老MHが払わ

れているだけであるｃ

第２に，ヨーロッパは歴史の新しい移民[K|家と異

な1)，総合と分裂の長い|倦史をもっている｡クシシ

トフ．ポミアンは現在のヨーロッパ統合を．’１｣世と

l81U:紀に次ぐ第三の統合と呼んでおＩ)，ＥＵを「新

しい中世」とみなす者も少なくない。統合と分裂が

くりかえされたということは．その多様性にもかか

わらず共迦の』L盤が長い年)]をかけて形成ざｵLたこ

とを意味する。現在のヨーロッパのラジカルな論者

にはヨーロッパの諸地域や,折氏族の文化的差異を強

調する者が多いが．ヨーロッパの文化的多様性は，

アメリカ大陸やオセアニア，そしてとりわけアジア

やアフリカに比べれば決して大きいとは言えないだ

ろう。多文化i{鍵の多文化の錐異の巾がせまく，し

表１オーストラリア国民の民族樹成（単位％）

''1ＵＩＬ：チャールズ・プライス「オーストラリアにお

けるエスニツク・グループ」多文化問題Ⅲj

l989ｲﾄﾞ.

先住民は「保護」されるべき存在として．また先

住民の減少と困窮はあたかも自然現象のように語ら

れている。移民による先住民の抑圧と虐殺がここで

は「ﾎⅡ}1:に影響し合い」と表現されている。またこ

の記述に付きｵした｢オーストラリア同氏の民族構成」

の衣は．かつて100％であったアポリジニが，％に

まで減少する経過を示しているのであるが．その事

はここでは両義的な怠味をもつような形で述べられ

ている。この数字はオーストラリアはかつてはアポ

リジニの'五lであったが，今は彼らの国ではなくなっ

たということである。アポリジニは今や「すべての

オーストラリア人」の一人であI）「今１１のオースト

ラリアの他に類をみないアイデンティティに大きく

寄与している」のである。したがって先住民の権利

回復述動は多文化主義とは別の論理を必要とするだ

ろう。９３年のマポ判決による先住椛原の確立と

｢無主の地」の教義の否定は，多文化主義の論理自

体を根底からくつがえすはずのものであるが．その

ことの懲味はいまだ深く''１１われてはいない。

4．ヨーロッパ的統合と共和国モデル

ーフランス共和国の場合を中心に

ＥＣからＥＵに至るヨーロッパ統合の過Ｉｉｌｌｌにおい

て．多文化主義・多喬Tiliii義が重要な搬迦であるこ

￣／￣
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指摘できるｃこの共和国モデルの三つの柱は，：普仏

戦争敗北後の危機の中で，第三共和政則におけるIlil

家Ｗ編に際していっそう強化されたのであるが（革

命100年後における革命の制度化ＬＥＵの形成は革

命200年後における「大革命のやり直し」という形

をとっている。フランス的共和政は，ルナンの脚民

の定義にもある（｢国民とは何か」1882）のように，

共通の出自（種族)，言語，宗教，利害，地理など

は二錠的であり，住民のコンセンサス（契約と共属

意識）が国民の定義のより本質的な条件である（生

地主義）がそれだけにいっそう統合のための強力

なイデオロギーと装置を必要とする。一見，多文化

主義的な共和政のパラドックスである。

第２は，公教育と国語の重視。これはとりわけフ

ランス共和政の国民化に顕著な特徴と言ってよいだ

ろう.この場合の教育（education）は広抵の教育で，

社会化（ｓｏｃｉａｌｉｓａｔｉｏｎ）あるいは国民化

(nationalisation）とほぼ同義である。つまI)共flll玉｜

の11丁民（国民）形成のためのルールとモラルを身に

つけることであり，そこには(1)で述べた三つのス

ローガンが含まれている。このような教育は原則と

して共和同によって行われ（私学の弱体)，したが

って初等，中等教育の教員は共和国イデオロギーの

｢|'心的な支持層である。またこのような教育のなか

で蛾も重視されるのは国語教育である｡フランスほ

ど教育において国語と文学が重要な位{趾を11｢める国

は少ない。だがここでフランスとは異なり[Ⅲ統主義

がとられるドイツにおいても民族の本圃をなすもの

としての国語が重視されていることをつけ力Ⅱえる必

iH1があるだろう。ナポレオン軍の占領下にあったベ

ルリンで行われたフイヒテの愛国的な識iiji（「ドイ

ツ人にII1rぐ｣）では，ドイツ民族の優秀性をiiIlRlﾘ]す

るために「始源的民族Urvolk」という言葉を11｝いて

いるが．その民族の特性を何よりもlﾘ】確に示すのは

１１｢〈て純粋な言語であった。ナポレオン11Kによって

，lii;I1され分断されたドイツ（もっともこのときドイ

ツはまだ[K|民統一をなしとげていないのであるが）

の「内的国境」を形成するのは国語としてのドイツ

IMIであった。このことはlE1語の概念の独仏における

迷いを示すとともに，どのような政体をとるにせよ

｜K|氏1Ｆ１家においては国語がいかにjlt要なものである

たがって多文化の意味も異なるのである。

第３に，ヨーロッパの住民のホームランド意識と

でも言うべきものを指摘しなければならない。「民

族大移miI」まで逆Iこらなくても．ヨーロッパ人もま

た遠い背は先住民を追い払って住みついた移民であ

るが，今まで無意識のうちに自分たちがその土地の

先住民であると考えている。（ヨーロッパの先住民

の存在を意識させるのは，今では北欧のラップと|呼

ばれるサーミ人くらいであろう｡）ヨーロッパの住

民のこのホームランド意識を「ヨーロッパ的ネイテ

ィヴイズム」と１１平ぶことができるだろう。英語圏の

多文化主義の国では全住民が（先住民を除いて）移

民であり，「移民から市民へ」というのは誰もがた

どる常道であった。だが，かつて移民を世界に送り

出したヨーロッパでは移民はよそ者であＩ)，「移民

から市民へ」の移行は例外的な恩恵である。ＥＵが

形成され，かつての植民地の宗主国としての行動と

役ｉ１ｉＩが忘れ去られるにつれて，この傾lfilは-1両強く

なっており，そのことは最近のＥＵやＥＵ諸刷の移

民対策に表われている。この側面に注目すれば，

ヨーロッパの多文化主義・多言語主義は閉じられた

多元主義と云ってよいであろう。

もっともヨーロッパは多様であり域内の諸国に|，（

っても移民に対する対応は様々に異っている。イギ

リスやオランダはどちらかといえば英語圏の多文化

主義国に近く，フランスやドイツとはかなり異って

いるがここでは一例として，「ヨーロッパ的統合」

の一つの典型といえるフランス共和政の場合につい

て記しておきたい。

統合の「共和国モデル」（ジャコバン的共fllllﾐ義）

の特色として，以下の三点をあげることができる。

箙Ｉは，それがフランス革命以来のものであり．

いくつかの段階をへて現在まで続いているというこ

と。その際立った特徴として．（１）￣人権」の概念に

つながる「ｎＩＩ１・平等．友愛」のスローガン．，２，

「iii￣不iiJ分の共和l副」という愛国心につながる111

央集椛的な強ﾉjな国民統合の形態．(3)非宗教化

laYcisation（これは革命期には非キリスト教化

dechristianisationと呼ばれていたが現在では教ｆｉ

をはじめあらゆる公的領域における脱宗教あるいは

宗教的'１｢Ｉｒを意I床する）の原則という三つの柱が

－８－



多又化it代・多Iinjliii機をアブ７．から'１１１う（１）q1Il，

かについて考えさせる」ｃ

第３に，「共和ＩＲＩモデル」の時代的変化への対応

は．原則の変災ではなく部分的な修正や例外措置

（d6rogation）によって行われてきたclii-IliI家（「

Etatunitaire）であるフランス共和国は，ｌ１ｉｌ政レベ

ルにおいては依然として同化主義が支配的であり，

唯一不可分の共和lIilの原理からして地ﾉﾌﾞ'二I1i台i勇義や

多文化主義は原則としてあり得ず，マイノリティー

集団も原則として存在しえない。もしそれがあり得

るとすれば，例外措徴としてであるか（例えばコル

シカや海外領土など)，あるいは私的な領域におい

てである。地域の文化や移民たちの文化も，個人の

信仰や表現のElIIl（いまだに1789年の「人椛宣言」

第１１条にもとづいて論じられている）としてのみ

許される（イスラム系１k徒のスカーフｌｌＩＩ題が解決の

仕方がそのよい例だろう。)。ジャコバン的共机jﾐ義

の伝統は，国民の統一すなわちナショナル・アイデ

ンティティの維持と強化にとって鎧も基本的である

と思われる。ｌ高iMl］文化］国民の１１１;(則にあくまで

固執し多文化-i：鍵・多言語主義や相辿への樅ﾄﾞﾘは．

例外や個人の甑域に追放されている，

第二次大戦後の，したがってＥＣからＥＵに至る

ヨーロッパ統合のなかでの，フランス共ﾄﾞlllIilの|倦史

は．一方でこの共fllとiH鍵の原則をかたくなに`､]:I)な

がら，他方でさまざまな例外措置によってⅡ#代の変

化に対応してきた雁史であった。ヨーロッパ統合の

進展は唯一不可分の共和|工|の原則にさまざまな点で

抵触するニフランスは一見，多文化主義や多『;語主

茂を支持し提唱しているように見えるが多文化主

我は共和主義の原!!Ｉによって否定され，ウルグア

イ・ラウンドの「文化特例」に見られるように．多

言語主義も専ら英諾丈lRiuに対抗してフランスのlfl益

とフランス語の優越を守るためのものであり，地域

旨r譜の尊重や外国i譜の学習の奨励であっても．フラ

ンス語の支配を揺るがすものではない。しかしなが

ら，ヨーロッパ統合の進腱に従って．欧州全体ある

いは'五|内における''１核とｌｉｌｊ１辺の配微は変化し、また

城内の人や物や溢水の移動が激しくなってゆくなか

で，伝統的な｢ｉ１ｌＭﾐ椎の櫛造は変容をせまらｵしてい

る二逆の観点からｉ７ｉえば，欧ｸﾄ|連合によってj1ifl111(｜

モデルの普過性が'''１われているのであり，フランス

が欧州迎合のイニシアチヴにこだわる理由もそこに

あるだろう。

典fl1Ij1モデルをゆるがすもう－－つの要因は1911ｔ

紀後半から｢|立ちはじめた移民の蝋加である。移民

にかんしてはフランスでもカナダやオーストラリア

とある程皮共通した現象が認められているｃ第１に，

移民は:Li4I1亜Ｉの人[｣不足によるｊ１として経済的理由

から進められ､経済的拡大（好況）期には多くの移

民が求められ，縮小（不況）！UIには移民の停止や送

還が行われた。第２に，初期の移民はヨーロッパ系

（ポルトガル．スペイン，イタリア．ポーランド．

等々）で占められていたが，やがて非ヨーロッパ系

（マグリブとアジア）が多数を占めるようになり，

そのことが腿|民統合上のさまざまなIHI題を引きおこ

す。第３に，移民の問題は|)q欧列強による植民地支

配のﾘｷﾞ後処理あるいは後遺症といった問題を多分に

含んでいる。だがこうした共迎点が認められるに

もかかわらず，フランスにおける移民問題の認識は

カナダやオーストラリアとは大きな隔たりがある。

国耕と移民にかんするパトリック・ヴェイユの報

告苔でも強調されているように，フランスは久しい

以前から，そしてとI〕わけ19111:紅後半からは実質

的な移民ljilであるが，フランス人にその意識が弱い

のは．先に述べたヨーロッパ人のホームランド意識

（ヨーロッパ的ネイティヴイズム）とその上に築か

れた共和|正Ｉ的統合の故であろう。ここでは共和国の

ネイション概念とデモクラシーのJli1念が多文化主

義に対立し，逆説的に作用している｡血統主義（le

droitdusaug）の国（例えばドイツ）であれば．移

民は原11ﾘとして固有の文化をもつ外l玉１人であI)続け

る。だが多様な住民の同意と紬來によって国民が形

成され[lil家が維持される化地jﾐ義（ledroitdusoI）

の風フランスにおいては，住民はすべて共通の文化

とIilli航観をもつ市民でなければならない。「１丁民の平

等と反MIH叢別の価値観が移民を排除するというパ

ラドクスがそこにはある＞

だがiii|'すべきより根本的な述いは次の点にある

のではないか。すなわちカナダやオーストラリアの

多文化iﾐ鍵は，植民地時代の滴算と倣いの意味をも

たざるをえず，１[l植民地の再ｲi色化ＩＩｊアジア化を

受けいれざるをえないという現実を)又映し．したが

－９－



文化(ﾘﾄ光11巻＄ザ

せる（フランスの右翼ＦＮとドイツのネオナチ，黄

禍論の再燃，等々)。

多文化主義・多言語主義をめぐる言説のなかでこ

れまでアジアが主題として登場してこなかったの

は，多文化主義・多言語主義がこれまでアメリカや

カナダやオーストラリアのような旧植民地のすでに

定着したヨーロッパ系移民や旧植民地の宗主国の住

民の側から，世界史的な転換に対応すべき彼らの国

の生き残り策として．あるいは国民統合の新たな形

態として論じられており，彼らが迎えるべきアジア

やその他の第三世界の移民やそうした移民を送りだ

す諸国の側からは論じられていないからであろう。

「アジア」は，多文化主義が意識的無意識的に隠蔽

しているタブーに触れるのである。これに対して多

文化主義・多言語主義をアジアから問うことは，移

民やネイティヴの側から問うことである。それは世

界の構造の隠された部分から，構造全体の意味を問

うことになるだろうｃ

じっきいアジアとは，フィリピンやインドネシア

等々の国名と同様、ヨーロッパ人によって与えられ

た名称であり，アジアにおける幾百の人種や民族，

言語の区分や名称もヨーロッパ人によって与えられ

た名称である。アジアは与えられた名称を自らひき

受けることによってアジアになったのであるｃアジ

アは植民地の別名である。多文化主義・多言語主義

をアジアから問うことは旧植民地から先住民の側か

ら問うことである。そしてこの観点は先進国で語ら

れている多文化主義・多言語主義のイデオロギー性

を暴くと同時に，多文化主義・多言語主義の概念と

可能性を一挙に拡大するだろう。

１６世紀以来のアジアにおける植民地支配の歴史

は，地域や時代によって，あるいは宗主国の政策に

よって異なる。日本やタイのように直接の支配をま

ぬがれた国もあれば，フイリピンのように度重なる

洪水のような「解放」で土着の文化を洗い流された

地域もあれば，マレーシアやインドネシアのように

それでもなお土着の文化を残しえた地域もある。シ

ンガポールや香港のように植民地の都市として新た

に作りだされた都市もあれば．中国やベトナムやイ

ンドのように植民地支配に苦しめられながら抵抗を

続けた地域もある｡韓国のように分断に今なお苦し

ってそこでは500年来のヨーロッパ中心的な歴史認

識の転換が行われようとしているｃこれに対して

ＥＣ－ＥＵという新たな統合を行ない，アメリカや

日本の資本に対抗し，アメリカの支配を意味するグ

ロバリゼイションに対抗することによって，ヨーロ

ッパは自らの植民地支配の歴史を忘却し，ヨーロッ

パの再ヨーロッパ化を行おうとしているのではない

か，という疑問を私はおさえることはできない.

5．多文化主義とアジア

カナダ，オーストラリア，ＥＵの多文化主義・多

言語主義を子細に観察してゆくと，アジアと第三世

界が影の存在として浮かびあがってくる。カナダの

多文化主義政策は「建国二民族」の抗争に端を発し

ているが，それをさらに押し進めているのはアジア

系の移民の急増という現実である（バンクーバーで

はすでに中国系の移民が多数を占めているルアジ

ア系の移民の増化はさらに続くだろう。オーストラ

リアの多文化主義政策の要点は．オーストラリアを

その地域本来の地政学的位置にもどすということで

あった。「全国計画」には次の－．節がある。「輸出市

場の上位１０ヵ国のうち７ヵ国，また最も成長の早

い市場の上位'０ヵ国のうち実に８カ国が，非英語

圏の国々である。急成長する観光産業でも．同様の

国々からやってくる観光客がその伸びの大きな部分

を占めている｡」英連邦の一国は今では政治経済的

に近隣のアジア諸国と密接に結びついており，イギ

リス本国よりは日本とアメリカ合衆国に近い。オー

ストラリアの民族構成は現在ではヨーロッパ系が圧

倒的多数を占めているが，アジア系との構成比が逆

転するのは時間の問題であろう。

第二次大戦後の荒廃からの復興を目指して始めら

れたヨーロッパ統合は，次第にアメリカと日本の経

済力に対抗する－つの極としての意１床をもちはじめ

る。そして圧倒的な人口と潜在的な経済力をもつア

ジアとのつながりをいかに強化するかということ

が，三つの極のバランスにかかわる重要な課題とな

る。他方，経済的困難と失業者が増化してゆくなか

でマグレブ系とアジア系の移民の増化は，ヨーロッ

パにおける有色民族に対する潜ｲ'=的恐怖を顕ｲ'ﾐ化さ

－１０－
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む地域もあれば，台湾のように複雑なlKl際'10係のな

かで発展を続ける地域もある。だが植民地という観

点からアジア全体をｌｉＩｉぬれば植民地支配の|卿〔と影

禅の大きさをあらためて認識せざるをえないそし

てアジアの多文化社会と文化的多様性は．こうした

植民地支配と密接にかかわっており，キl帆地文配ゆ

えに言える場合もあれば，植民地支配にもかかわら

ずと言える場合もあって複雑である。

アメリカやカナダやオーストラリアのj乃介とは異

なり．アジアは欧米のさまざまな列強によって幾度

も占領され，異なる支配者をむかえたのである。も

ともとアジアは交易の盛んな地域であった。シルク

ロードのような陸路の交易もあるが，ij412lif坊は８

世紀頃から盛んになり，とI)わけ南シナ獅は''二１国商

人．インド商人．アラブ商人が往来しさまざまな

地域を結ぶネットワークが形成される。それは人の

移動が比較的日[１１で．多様な文化が交流し接触し混

合し変容をくりかえす，開かれた世界であった。だ

が'6世紀以降はポルトガル．スペイン，オランダ．

イギリス．さらにはフランス．アメリカ緋の11上界の

覇権を争う諸｢K|の艦船が到来しそれぞれの根拠地

や植民地を築き，それぞれの痕跡を残すことによっ

て東南アジアの風蛾は一変する。黒船はliiに交易を

求めただけではなく，キリスト教とともに武器や科

学技術を持ちこんで拠点を作り，さらには近代|到家

の支配と統治の技術を持ちこんで植民地支配を行っ

たからである。多文化社会に文明化という一元的な

支配と統合の論理が持ちこまれたのである。

もっともこの近代的な統治の原則が貫徹していた

わけではない｡植民地支配は苛酷なものであったが．

慕奪と搾取が能率的に行われさえすれば，住此の生

活それ自体は放置されていることが多かった。アジ

アでは幸いにも，アメリカやカナダやオーストラリ

アのように，原住民が絶滅の危機に追いやられるこ

とは比較的少なかった。植民地の支配者は．むしろ

植物や動物と同様，人種や言語の分類に’１１１i熱をそそ

ぎ，植民地を構成する諸民族を分割対立させること

によって支配を容易にすることを望み．その結果と

して住民の民族意識を，したがって文化的な多様性

の自覚を覚醒させることとなったのである。皮肉な

ことに，多民族多文化社会のなかに．つまl)多元的

な社会のなかに，一元的な支配と統合の論理を根づ

かせ｝し【徹させようと粉骨砕身の努ﾉﾉをしたのは，第

二次大戦後に独立をはたしたアジアの新興諸国家の

指導骨たちであった。彼らは１１(1氏地文配の遺産の上

に近代的な1,1家を建設しなければならなかったから

である。それはアジアの各地に兄られる現象である

がここでは東南アジアを'''心に，いくつかの顕著

な例をあげておこう．

フランス（ベトナム，カンボジア，ラオス）とイ

ギリス（ビルマ．マラヤ）のiilil1Iからの圧力に耐え

て植民地化を免れ，（民族）概念の創出と民族・宗

教（仏教）・国王の三位一体化を図ることによって

近代lilil家の建設に比較的成功したタイの場合でも．

｢タイ人」中心の強力な国民統合の試みにもかかわ

らず，近隣の諸民族は国境を越えてに1由に往来し

国境が確立したのはようやく1950年になってから

であると青われているｃしばしば日本の近代化との

徹似が指摘されるタイの場合でも民族的文化的多様

性と流勤性はきわめて大きいｃ島蝋部に至ればその

多様性と流動性はさらに大きくなる。

インドネシアには250ほどの氏族集団（スク・バ

ンサ）と300ほどの言語が存ｲEするといわれている｡

もちろんこの数字は正確ではなく、また正確な数字

が出せるはずもないのであるがヨーロッパのＥＵ

構成国の言語が33，ヨーロッパ全体でも６５である

のと比較すれば，インドネシアの圧倒的な文化的多

様性が想像されるであろう。近代的な国民国家とし

てのインドネシアの最大の課題は，この多様性の【１１

からいかにして単一の「国民」（インドネシア人）

とFlJil氏国家」（インドネシア文化）を創出するか

であった。現在インドネシアの国是とされる１９２８

年の「ｉｌｊ年の誓い」はまさしく「１言語ｌ民族］厩｜

家」という国民国家の原則を言いあてている．－

｢１．われわれインドネシア行年男女は．インドネ

シアｌＩ１というただ一つの祖国を持つことを確認しま

す。２．われわれインドネシア背ｲ１ﾐﾘ)女は，インド

ネシア民族というただ一つの氏族であることを確認

します。３．われわれインドネシア青年男女は，イ

ンドネシア語という統一言語を使１１)します｣。

300の多喬語状況は．島喚部で交易謡として広く

用いられていたマレー語を母体として人1三的仁作ら

－１１－



｢文化研究１１を３>｣。

－さらにクレオール性の問題も－アジアにおいてこ

そ観察され論じられなければならないことは誰のＦ１

にも明らかだろう。

ここで特に注目されるのはフィリピンの場合であ

る。フィリピンは7000の鳥から成り，lOOあまりの

言語・氏族集団が存在すると言われている。この地

域は14111:紀未からイスラム化が始められたが．ス

ペインの征服（フィリピンの名称はフェリペ２世に

由来する)，アメリカの支配．日本の占領，そして

再びアメリカの支配へと続く。強力な王権や中央集

権的な統治が成立する以前に植民地化が始められた

フィリピンでは，インドネシアやマレーシアとは異

なり，その地域の伝統文化が成立せず，外国の勢力

が洪水のように訪れてその度に未成熟の文化的伝統

が洗い流され，最後に，「空虚な原フィリピン」の

イメージが残る。インドネシアやマレーシアあるい

はタイなどをはじめ東南アジアの多くの国々が国

民ＩＨＩ家形成にさいしては，伝統文化と'１平ばれるもの

をよりどころにして国民統iQi陰と|正|民文化の形成を図

ろうとするのに対して，フィリピンはむしろ形成さ

れるべき未米に国民的なアイデンティティを求めよ

うとするニフイリビン人のアイデンティティは混1ｍ

がモデルであり，フィリピンの国語（フィリビノ）

は，タガログ語を母体としながらも未来における諭

言論の混成体として構想されている（｢新憲法」第

１４条几また独立後のフィリピン人の国内およびlIiI

外への顕藩な移動（外国人労働者）は，そうしたク

レオール的状況を過去のものではなく現在的一未来

的な現象としている。それは不幸な植民地の後過症

であることに違いはないが，多くのものが押し流さ

オL稚い去られた後の「空虚」が未来の豊饒に転換

する１１.能性は十分に考えられるであろう。

ｵLた「インドネシア語」を「国語」としてIMI定

(1945年憲法）することによって，一応は解決され

る。また「国民文化」は．さまざまな祭典を通じて

諸地域の文化のうちから優れたものを選びＩＩＬ．そ

れをよ')高級な文化の精製することによって#'１山す

るという方法がとられる。民族にかんしても250の

下位民族からインドネシア民族という上位氏族形成

のためのナショナリズム高揚が図られて‐応の成功

をみているが，一方で原住民（プリブミ）リMiIE政策

がとられ非原住民（ノン・プリブミ）の排除や華人

問題，さらには束チモール問題など未解決の問題を

多数かかえている。インドネシアには絶対多放を占

めている民族は存在しないが，少数差別氏族を作'）

だしあるいは排除することによって国民統合が行わ

れるという国民国家の原則はここでもまぬがれてい

ないことは知っておくべきだろう。長年続いたイン

ドネシアの独裁体制は。こうした豊かな多様性を統

合し，世界資本主義と国家間システムのなかで1つ

の国民国家として維持するためには．１Ｍ発独裁型の

統治が有効でありうることを示している。だがイン

ドネシアの現状は．そのような独裁制をもってして

も，文化的宗教的民族的多様性を消し去ることはで

きないことをも示している。

同じことは類似の条件の下にある，マレーシアや

シンガポールにかんしても言えるだろう。マレーシ

アの民族間の対立はイギリスの植民地政莱や日本の

軍政による分断政策の深い痕跡を今に残している。

土着原住民と呼ばれる先住民の他にマレー系，中国

系．インド系の主要な民族問の摩擦が絶えないマレ

ーシアでは，マレー譜を国語として50％に満たな

いマレー系をIli心にしたブミプトラ政簸がとられて

いる。これに対して蕪人が多数を占めるシンガポー

ルでは．はじめ英語のみを公用語としたが，現在で

は英語に加えてマレー語，華語，タミル識を公)|]語

とし，二言語教育（英語プラスｌ公)I1ii1l）が行われ

ている。こうした多様性はアセアン術lxlや東南アジ

アに限らない。インド映画はしばしば３０を越える

言語の字幕をもち，インドの紙幣には１７の言語が

記されている（ユーロの単一`性の比較せよ肌

こうしたアジアにおける多文化・多高研状況を『・

細に見てゆけば，多文化主義・多言語i：炎のｌ１Ｕ題は

おわりに

これまで論じられてきたカナダやオーストラリア

やあるいはＥＵの多文化・多筒語政策は，束アジア

は別としても東南アジア,1村アジアでは通用しない。

あまＩ)にも貧しいものに映るだろう｡同様の先進国

の多文化・多言語主義にかかわるアイデンティティ

の多様性の縦諭もあまりにもiii純に見える（例えば
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ちぇ化i:炎・多`ir`Miii炎をアジアからIHIうIlIli川）

ケベック問題に端を発しているチャールズ・ティ

ラーの議論やそれに対するハーバーマスの反論を．

東南アジアの多文化多汽詔状況にiifiいてみたらど

うなるだろう）。アジアではさらに多)亡的重屑的で

さらに流動的開放的な，また別種のアイデンティテ

ィの型を想定する必要があるだろう''ｎだがこの』ル

合でも，その地域が国民lJiiI家やｉｆ界システムから【l

IIIな地域であると考えてはならないだろう。そこに

もまた中核と周辺が内在し差別の構造が存在する

なかで,なを`１J､づいている多様性がIHI題なのであI)，

文化や言語の動態的モデルは，そのようなものとし

て練り上げられなければならないと思う刃・

先住民から倣った土地に|苫座り続けることはいか

なる論理によって正当化され，奪った荷たちの現存

と現在の制度は，いかなる根拠によって正統化され

るのだろうか。かつて「文lﾘI化の使命」と「無主の

地」の教義が果した役割を，今ではグローバリゼイ

ションの論IIlと多文化主義・多言語ｶﾆ災が果そうと

している．という側面を1,11落としてはならないとH1

う。他方．アジアの可能性がアジアの暇かな多様性

にかかわるものであるとすれば，われわれは多文化

j我・多言語Ｍ８を単に欺IlMiとして退けるのではな

く，その可能性をこれまでとは異なった角度から追

求する必要があるだろう｡それは，人航海時代以来

のlMi史の大転換がもたらす歴史のアイロニカルな搬

題の一つである．ここでこのアジアのI;{iをアフリカ

やラテンアメリカと置きかえることも１１能であろ

う。そしてそのような'１１１趣を設定したとき，西欧と

アジアの二つの顔をもつ１１本の近代の1Mi史が改めて

'''１われることになるのであるがこの'１１１題は別柵に

ゆずらざるをえない(ﾙ。

には，その11if史過秘をj1lIる必要があるだろうにⅢフラ

ンス蒜は１５３９ｲ'二以来．「フランスｌﾐｌｌｉｌの唯一かつIii
・の論(i」であると定められた（ヴイレル・コトレ

の勅令ルフランスDVI:命はこの王｢Ｒ１１ｌＩｌｉ・のrjr鍋に111ルリ

度とは)!なる愈味を，えるごつまIル'１１，:命によって，

フランス,Miは共和主義あるいは比和1K|のＩｌｌｆ－の,ｉＰ１ｉ{ｉ

となり．それ以外のｊｉ１譜はIﾐ党的ｌＵｷｲlLii義的i;.,;冊

であることが71言され，その結果，外ｌｌｉｌＩｉｌｆとIkllhの

地域言語はIIiilliされる｡鮒三｣1ｉｆⅡ政101の|正|家再編に

おいて教ｆｒの非宗教化と炎務化が推進されるがこ

のときもIRI,;冊にかんしては￣学校で住111されるのは

フランス,M}のみである」（1887ｲＩＺ１）11811の条例蛾

１４条）ことが改めて強,洲された竃こうして共和IIilに

おける政沿的ｌｌｌ央集椛化は，言語と文化における''１

央集権化，地域の論ｌｉと文化の抑'１１を伴っていた－，

地域のiliP1i({と文化が法的にこのようなｌＩ１Ｉ１ｌｉから解放

されるためには，第２次人iiih後の1951ｲﾄﾞを待たねば

ならないc

l951｛|ミｌｌｌｌｌｌ１のデイクソンヌ法（laloiDixonnc）

は．地域`in;|iによる戦fj:を１忽めたlIlIil01的な法律であ

る｡そのﾎﾟIIi1lLバカロレア（大学人学fT格試験）の

科'１に，コルシカ譜，ブルトン語，バスク誌，カタ

ロニアパハゴール謡，オック語，タヒチ紙などの地

域`論舟が魁ぬられ，人２．j::でも地域言綿や地域文化の

(Ui先と教育が１丁われるようになるニこうした地域の

文化と多様･ｌＶｌｉを'111重する助きは，フランス1111命以来

のジャコバン的ilj央采樅j１錠に対するジロンド派119

地ﾉﾉ分椛ｉｉ炎というもうつの政治的伝統に鞘びつ

くものである。1960ｲﾄﾞ化以後次第に,lYiまってきたこ

の地ﾉﾌﾞ分椛i{災の流ｵLは．８０ｲ'三代に人ってﾉf翼放縦

による地ﾉj分樅法（1982.83ｲ|《）のﾙﾘﾌﾟﾋによってい

っそう強化された。

こうした地〃分椛j{筏の流れは多文化iﾐ蕊・多パ

パIii【義の流れと・致しているように似われる。だが

ここで注しなければならないのは，そのようなIIL

多文化i{鍵・多言語iijfとも思える政ﾉﾄﾞ§が一方で腱

ＩｌｌＩしながらも，他方ではくぞ〈逆の動きが'１１時にｲﾀﾞｲI；

しているということである.じっきい1975イドと８６ｲ'2

には公的機'１０におけるフランスｉｉｌｉの他lllを義務づけ

る高語法がiljﾘだされ、さらにマーストリヒト条約の

批Mfに伴う慾法政ilIに際しては，突Ｉ【ｌＬｉ〕(和l1ilの耐

ＩｉｌｉはフランスＩｉＩｉである」という一頂が懲法第一2条に

｝'１１人されている。その紡ＩＩＬ，フランスは欧州連合の

なかで，公J隙了譜がIIlli・であることをあえて懲法で

衣|ﾘ)するIIlli・のlIilとな})，1992年'１１１５１１の「地域

および少政市,iiiにかんするヨーロッパ懲章一（ｌａ

Ｃｈａｒｔｅｅｕｒ()ｐｃｅｎｎｅｄｅｓｌａｎｇｕｅｓｒ６ｇｉｏｌｌａｌｅｓ〔)u
I1Ii1Ioritaires）のＩ牒名をlli行することになった二また

この懲1i｣:筋２条の規》とは，フランス!i冊の桃１１１が災勝

づけられるiliullllと機会をさらに拡人強化しようとす

る1994ｲ|Hのトウーポン法（laloiToub(〕11）（「フラン

ス,i1iの他''１に１１Ａ１する法｣）のﾙﾘ雄につながる」993ｲｌｉ

の|H1餅11111｝にililll災をlⅢえるバスクワ法(]【,loiPas〔lu〔)i）
や1997ｲﾄﾞの移比MJi1ill強化を定めた魁ｲ'i,1.1iいドウブレ

法（laloil比br6）などもこうした・辿の動きを,｣《す

ものであった「

注

ｌ）以|､Ｔトルドーの,illi公jIilﾘｌ」と￣多文化ii災i｣ｉ

からのり'111は．Ⅱイミカナダ'j::会綱【史＃:}が,;(iるカナ

ダ1585-1995」（ｲ丁斐Ml997）ﾘﾘrjlfの,il<丈による［

２）以卜．「多文化IIxl家オーストラリアのための令'1(|,il

lIIIi-からのり|)|]は，多丈化ﾄ|:会(U}光公柵jJ（『多文化

ｉ;炎．アメリカ・カナダ・オーストラリア・イギリ

スの場合｣（木鐸ﾄ|:．］997）の,］(文による、

:l）jIi和'１(|における1'(lliﾊｻﾞj(fiの頑奨ｆｌｉをjII1解するため
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,;`i3jZ化Iijf光１１巻３リ

けいれる体iljﾘがすでにｲＭＨしていたことも忘れては

ならないと思う。このプレ・コロニアルともいうべ
き1縦史的状況については，収Ifjアジアの「銀inl政体」
やll1IIKlの「蠣央秩序」とIlIi欧近代の,iiflliIii炎との巡
統l19な１１０係にかんするiIli水Ｉ１ｌＩ俊の碁察が,｣§唆lMjであ
る１１，１i水11H俊禰子ljil辺氏族の｣[IMHj（１１上界思想+|:、
1998）の1if噸を参11((されたい

６）イミ柵は98ｲ|：９１]２６１１に↑jわれた'1A命館I2M1ilMilj`で
のIliliしをもとにしている。はじめは「'１t紀転換IU1に
おけるアイデンティテイの,i微ijwuをタイトルに想

定していたが時'111ｲﾐ足（紙数ｲﾘ11）でこのような形
になった二こまかな↑i：を尚略したのは，本稿が以ﾄﾞ

の,諭巷や111:物のまとめのような形をとっているから
である。－lllilll良夫「ナショナリティ概念を越えて

－欧州巡介とポストlRl氏11Ｈ１家の時代のiiJ能性」（「ｉｆ

命ｉｉＭｉ蝿社会論集」第33巻，節ｌザ･’1997イド６１１），
「多文化i畠義の観点から)i』たヨーロッパ統合一地域と
移比の'111題を１１１心に」（mIf命航l1il際研究」11巻ｌｌｊ･’
1998ｲＩＨ６１払西111長夫・滴l;&衙細？ヨーロッパ統介
と文化・比族'１１１題」人文iI1:隣．1995)．西川良夫，渡
辺公：、ガバン・マコーマック総『多文化に義・多

耐,Miii雄のfM在一カナダ・オーストラリア.そして

’１ｲ氏」（人文iI『院，1997)，ljLi1ll隆夫・'１１１１幸上・渡
辺公｛「アジアの多文化社会とlKl比[K|家」（人文011二院，

言識のkMIjIと移民の規附Ｉは共和１１(|のなかで辮抜な
関連をもっているｃ雌近成立した社会党のジヨスバ
ン政権は，こうして大きくイ『にずれはじめた動きを
厄にもどす政策をとっているが，しかしいずれにせ
よそれが共ｲlllK1の枠内で行われていることは,澱めな
ければならない。このIHI趣にかんしては，｜Kl餅と移

民'１１１趣にかんしてジョスパンril;||に従ＩＩ１さｵした（ト
リック・ヴェイユのfliIIii1FPatrickWeil,RaPPo"sa2{

Ｐ)で？"海γ池ｊ"jSt〃fMiSSjo〃。.`lWdc此shigMaljo〃(ﾉＭｐ

〃ａｔｊｏ"ﾛﾉﾉｨ“/ｄｃﾉ'11腕"ljgmhW2，（Ladocun)e11talio】I

franQaise・’997）を参照。この鞭iIilll:では「'1i地ｉｉ炎
ｌｅｄｒｏｉｔｄｕｓｏｌという｣1ih11Elの伝統」と、フランスは

ｌ９１Ｉ卜紀後半から「移民ｌＩＩ」であることなどが強IiMさ
れているが，移比をＥＵや111界とのかかわl)で術じる

よ｛)は極|内|MIM､として処理しようとしている｡

４）この点で!||本ｲﾊﾞ人の「フロンテイア」概念の促栞

は興味深い。’'1本(（人「脈|比'1(|家のｲllXI化へliqけ
て－束|櫛アジア樅人の１１J変性と越塊|ﾂﾞ|;」（液|､武`世．

辛濁ｹﾄ編『地域のｌＵ:界史ｌと所収，111111111版，1997）
２６０－２６２夏。

５）拙著「地球時代の比族＝文化理諭」（断l11Mlml:，1995）

の155頁以「を参照されたい。蝋1打アジアのダイナ

ミックな多様性は「動態的文化モデル」についてＩＩ１ｌＬ

富な実例を従供している。なおアジアのＩ１ｌＩ比地Ｉ川越
を碁える際に,欧米ﾀﾞﾘ強の支配とともに．それを受 l998L
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